
【別添1】 各学部懇談会・後援会独自の奨学金

学部
懇談会・後援

会
制度名 資格 給付額 人数 申請時期 選考時期

法学部 懇談会

法学部懇談会奨学金
（１）修学援助奨学金
（２）学業奨学金
（３）進学奨学金

（1）①1年次：世帯の所得金額の合計額が240万円以下の者
②2年次以上：前学年までに一定数の単位を取得（2年次：34単
位以上、3年次：68単位以上、4年次：100単位以上）し、世帯の
所得金額の合計額が240万円以下の者

（2）①1年次に修得した単位数が40単位以上の2年次生で修得
科目の平均点が80点以上の者
②2年次までの修得単位数が80単位以上の3年次生で修得科
目の平均点が80点以上の者
③3年次までの修得単位数が110単位以上の4年次生で修得科
目の平均点が80点以上の者

（3）法科大学院に進学を決定した学生（卒業生を含む）

（1）年額12万円
（2）年額12万円
（3）入学金相当額
（13万円を限度）

（1）限定なし
（2）2年次、3年次、
4年次 各10名以内
（3）限定なし

（１）6月・12
月
（２）なし
（３）入学手続
時の年度内

（１）7月・１月
（２）7月

理工学部 後援会
理工学部後援会育英救
済制度

次の条件を満たすもの｡
①人物、向上心ともに優れ、かつ、大学の課程を完了しうると
認められる者。
②入学後の経済的条件の変化により、修学がきわめて困難と
なり、救済が必要と認められる本学部後援会会員子弟。

前期、後期各１８
万円を限度
ただし状況によ
り、最大30万円ま
で支給

-

農学部 後援会
名城大学農学部後援会
奨学金

（1）①1年生：各学科とも前期試験成績でGPAの上位者4名
　　 ②2年生：各学科とも前期試験成績でGPAの上位者4名
　
（2）学術・スポーツで功績をあげ、申請した学生に授与
①国際大会出場した正規メンバー
②全国大会出場した正規メンバー

（１）①②
1人につき30,000
円
（２）①１０万円、
②３万円

（１）各学科の1年生
および2年生各4名
（合計24名）
（２）限度なし

薬学部 後援会

名城薬学後援会
（1）海外臨床薬学研修
　　奨学生
（2）名城薬学後援会大
学院奨学金

・名城薬学後援会の子女のものに限る。
・詳細は薬学部事務室へお問い合わせ下さい。

人間学部 後援会 海外研修奨学金

人間学部開講科目「特殊講義C（特別留学プログラム）」履修者
で学部が認めた海外の大学附属研修機関等での語学研修・教
育を行い、科目担当教員の推薦を受けた者。ただし、後援会会
員のみを対象とする。

特別留学プログラ
ム（10週以上）：
10,000円
特別留学プログラ
ム（15週以上）：
20,000円

-

令和2年10月現在


